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令和4年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要
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令和4年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

「再生可能エネルギー利用の促進」に向けた条例制定状況 【Q3-2(1),(2)】

（１）「再生可能エネルギー利用の促進」に向けた条例制定状況

◼ 「再エネ利用の促進」に向けた条例を「制定している」と回答した団体は、都道府県・政令指定都市では約50%を

占めたが、それ以外の団体では20%前後またはそれ以下となった。

◼ 「再エネ利用の促進」に向けた条例の内容としては、「地域の大学・研究機関・事業者・住民等関係機関との連

携・協力の推進」が29.7%（70/236団体）と最も多い。

再生可能エネルギー事業認定制度の

周知（意識啓発）

再生可能エネルギー導入に向けた

検討及び計画書提出の義務付け

29.7%

再生可能エネルギー事業の認定

地域の大学・研究機関・事業者・

住民等関係機関との連携・協力の推進

他の地方公共団体との

地域間連携・協力の推進

再エネ導入審査会の設置

補助金の交付または貸付

固定資産税の軽減、減免、課税免除

再生可能エネルギー導入促進エリア等の

ゾーニング

6.4%

その他

具体的な規定はなし

3.4%

16.5%

13.1%

4.7%

3.4%

2.5%

1.3%

37.7%

13.1%

[n=236]

「再エネ利用の促進」に向けた条例制定内容【Q3-2(2)】「再エネ利用の促進」に向けた条例制定状況【Q3-2(1)】

13.8%

53.2%

50.0%

16.1%

21.7%

19.9%

13.3%

86.2%

46.8%

50.0%

83.9%

78.3%

80.1%

89.1%

86.7%

91.2%

政令指定都市

1,704全体

都道府県

中核市

23

10.9%

施行時特例市

人口10万人以上で、

上記以外の市区町村

人口3万人以上10万人

未満の市区町村

人口1万人以上3万人未満

の市町村

8.8%人口1万人未満の市町村

47

20

62

176

486

436

454

制定している 制定していない
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令和4年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

「再生可能エネルギー利用規制」に向けた条例制定状況 【Q3-2(1),(3)①】

（１）「再生可能エネルギー利用の促進」に向けた条例制定状況

◼ 「再エネ利用規制」に向けた条例を「制定している」と回答した団体は、都道府県・政令指定都市・施行時特例市

では15%を上回ったが、それ以外の団体では10%前後またはそれ以下となった。

◼ 「再エネ利用規制」に向けた条例の内容としては、「再エネ設備導入における届出・確認制の導入」が69.6%

（117/168団体）、「事前の行政との協議、住民への説明会の義務付け」が67.9%（114/168団体）と続いた。

再生可能エネルギー設備の

導入抑制地域の設定

再生可能エネルギー設備の

導入禁止地域の設定

事業者と地方公共団体間での

協定の締結

その他

命令に従わない場合の

罰金・過料規定

45.8%

16.1%

11.3%

7.7%

22.6%

再生可能エネルギー設備導入における

届出・確認制の導入

67.9%

69.6%

事前の行政との協議、

住民への説明会の義務付け

[n=168]

「再エネ利用規制」に向けた条例制定状況【Q3-2(1)】 「再エネ利用規制」に向けた条例制定内容【Q3-2(3)①】

9.9%

17.0%

15.0%

9.7%

21.7%

11.9%

12.3%

7.6%

7.0%

90.1%

83.0%

85.0%

90.3%

78.3%

88.1%

87.7%

92.4%

93.0%

全体

人口10万人以上で、

上記以外の市区町村

政令指定都市

都道府県

176

施行時特例市

中核市

人口3万人以上10万人

未満の市区町村

人口1万人以上3万人未満

の市町村

人口1万人未満の市町村

20

1,704

47

62

23

486

436

454

制定している 制定していない
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令和4年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地域気候変動適応計画策定状況 【Q3-4(2)】

（２）地域気候変動適応計画策定状況

◼地域気候変動適応計画策定状況を地方公共団体の区分別に見ると、都道府県・政令指定都市においては約9

割団体が「既に策定している」と回答している。一方、人口10万人未満の市区町村では、「策定する予定がない」と

回答した団体が6割～7割を占める。

◼地域気候変動適応計画を策定済または策定予定のある団体における計画の位置づけは、「実行計画（区域施

策編）の中に位置付けている」が52.3%（168/312団体）と最多である。「環境基本計画の中に位置付けている」

団体も38.0%（122/312団体）存在する。

11.4%

95.7%

90.0%

54.8%

69.6%

21.0%

6.8%

2.1%

0.4%

5.0%

19.4%

23.9%

11.1%

0.6%

3.2%

0.4%

0.2%

0.2%

59.8%

14.5%

26.1%

39.8%

63.8%

67.4%

72.7%

20.8%

8.1%

14.2%

17.9%

27.8%

25.3%

0.0%

23

都道府県

1.1%

5.0%

176

1.3%

0.0%0.0%

0.0%

7.5%

政令指定都市

454

0.0%

0.0%

人口3万人以上10万人未満の

市区町村

4.3%施行時特例市

436

全体

人口10万人以上で、

上記以外の市区町村

0.0%

中核市

4.3%

2.5%
人口1万人以上3万人未満の

市町村

人口1万人未満の市町村

1,704

47

20

62

486

5.3%

52.3%

38.0%

0.6%

0.6%

0.9%

2.2%

環境基本計画の中に位置付けている

気候変動適応を目的とした個別の計画を策定している

実行計画（区域施策編）の中に位置付けている

その他の計画に位置付けている

総合計画の中に位置付けている

上記に該当するものはない

わからない

[n=312]

地域気候変動適応計画の位置付け【Q3-4(2)④】地域気候変動適応計画策定状況【Q3-4(2)①】

これから策定する予定

既に策定している 策定する予定がない

法には基づかないが、自主的に策定している

わからない
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令和4年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

気候変動影響及び適応に関する情報の収集・提供等に係る取組の実施内容 【Q3-4(4)】

（３）気候変動影響及び適応に関する情報の収集・提供等に係る取組の実施内容

◼都道府県・市区町村における気候変動影響及び適応に関する情報の収集・提供等に係る取組の実施内容につい

て、「適応策に関する情報の収集・整理」が29.2%（498/1,704団体）と最も多く、「気候変動影響に関する情報

収集・調査研究」が27.8%（474/1,704団体）と続く。「実施している取組はない」団体は59.0%（1,005/1,704

団体）となっている。

一般向けのシンポジウム、講演会、研修会等の開催

気候変動影響に関する情報収集・調査研究

適応策に関する情報の収集・整理

自治体HPにおける情報の掲載

適応に係る研修の実施（庁内）

適応策の実施支援（補助金等）

適応策に関する技術開発

その他

実施している取組はない

29.2%

27.8%

11.5%

7.6%

4.0%

1.5%

1.2%

0.5%

59.0%

ポスター、冊子、ちらし、動画等の作成、配布

3.1%

9.9%

センターHPにおける情報の掲載

[n=1,704(団体)]

気候変動影響及び適応に関する情報の収集・提供等に係る取組の実施内容
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令和4年度「地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査」分析結果概要

地方独法における計画策定状況 【Q1-1(6)②】

（５）独立行政法人など公的機関における温室効果ガス排出量の削減等の取組

◼策定状況を把握していない団体が77.6％（83/108団体）を占める。

◼団体区分別にみると、特に規模が小さい団体において策定状況の把握率が高い。

0.9%

(1)

21.5%

(23)

77.6%

(83)

地方独法における計画策定有無の把握状況

[n=107(団体)]

策定状況を把握しており、全てまたは一部の地方独法が計画を作成している 策定状況を把握しており、全ての地方独法が未作成 策定状況を把握していない

地方独法における計画策定状況【団体区分別】

20.9%

12.9%

22.2%

25.0%

50.0%

79.1%

83.9%

77.8%

75.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

都道府県

3.2%

人口3万人未満の市町村

人口3万人以上

10万人未満の市区町村

政令指定都市・中核市・

施行時特例市

人口10万人以上で、

上記以外の市区町村

0.0%

43

31

9

16

8
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